
様式Ｆ-１９ 
 

 

科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究成果報告書 

 

 

平成 25 年 6 月 19 日現在 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

研究成果の概要（和文）：本研究は、教員採用システムを多角的に捉えることを目的として

スタートした。2 年間の研究期間の中で、教員採用が市場化している傾向を、主として教

育委員会へのヒアリング調査から明らかにした。第二次世界大戦後、教員養成と教員採用

は、民主主義国家としての新たなシステムに基づいて策定された。しかし,現在の教員採用

システムは、教員採用試験の透明性と公平性が強調されるシステムに変化している。この

ような「市場化」ともいえる動向は、結果として教師の自律性を失わせる状況につながっ

ていくと思われる。 

 

研究成果の概要（英文）：This research was started for the purpose of catching a teacher 
recruitment system on many sides. In the study period of two years, I made it clear 
from the interviews to the Board of Education, the tendency of the teacher recruitment 
system has been marketed. After World War II, in Japan, teacher recruitment system 
and teacher training has been developed on the basis of the new system as a 
democratic nation. However, teachers recruitment the current system, is changing to a 
system that transparency and fairness of teacher employment test is emphasized. The 
trend seems to say such as "marketed" as will lead to the situation to loss of teacher 
autonomy as a result. 
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１．研究開始当初の背景 

 『教育社会学研究』第 86 集において、加
野は、「教育社会学において『教師研究』は
必ずしも活発とはいえない」と述べたうえで、
教師研究を「避けては通れない教育社会学の
テーマ」であると述べている（加野芳正「新
自由主義＝市場化の進行と教職の変容」『教
育社会学研究』第 86集，2010，6頁）。加野

の指摘に準拠するならば、「教職」の実質的
な入り口としての「教員採用」もまた、教育
社会学における重要なテーマであると思わ
れる。 

 しかし、教育社会学においては、需給関係
から採用の実態を捉える先行研究（例えば、
潮木守一・山崎博敏）があるとしても、「教
員採用」それ自体を追究する研究は皆無であ
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った。 

 このような背景を踏まえて、本研究グルー
プは、2010 年度日本教育社会学会（於関西
大学）において、「教員採用」の歴史的側面
を、主として法制度の側面からとりあげ、そ
の際に浮き彫りになった教育委員会の自律
性の消失について発表を行った。その発表の
際に行われた質疑応答から、教員採用のあり
方が、大学の教職課程の内実を変容させてい
る実際が明らかになった。この発表が動機づ
けとなり、科研費申請のきっかけとなった。 

 

２．研究の目的 

 本研究は、以下の 3点を目的とした。 

（１）各自治体の教員採用試験は、各教育委
員会の権限で実施されている。しかし一方で、
文部科学省（文部省）の通知文書に従う形で、
採用方法の方法が決定されている側面もあ
る。本研究では、教員採用の全国的傾向とと
もに、教員確保のために行われている各教育
委員会の戦略的側面を明らかにする。 

 

（２）近年、公務員試験予備校が、教員採用
試験対策を行うなど、「教員採用試験産業」
とも言える分野が活発化している。大学もま
たキャリア支援の一環として、これら予備校
の協力を得ることがある。本研究では、教員
採用の市場化に「貢献」した「教員採用試験
産業」の動向をまとめ、その動向が、これま
で追究してきた「教員採用制度の歴史」の中
に、どのように位置づけられるのか、その関
係の構図を明らかにする。 

 

（３）１及び２を踏まえ、最終的には、「教
員採用」を、教育公務員特例法に規定された
「選考試験」を履行しているだけのスタティ
ックな制度としてではなく、各関係機関の思
惑が織りなされるダイナミックな制度であ
ることを明確にする。さらには、このような
制度の統括者として期待される、教育委員会
の役割と課題について明らかにする。 

 

３．研究の方法 

 本研究は、以下の 2つの方法によって進め
られた。 
 
（１）教育委員会の動向を捉えるための方法 
 2010年度の教員採用試験（小学校）の倍率
は、最低倍率の千葉県（2.8倍）、最高倍率の
青森県（25.2倍）というように、低倍率と高
倍率の差が驚くほど開いている。各教育委員
会は、教員の人数を確保するだけではなく、
資質能力の高い人材を「採用」しなければな
らない。そのために低倍率の自治体の教育委
員会は、例えば地方での採用試験を実施する
など、受験者確保のために、様々な戦略を練
らなければならない。このように、各教育委

員会の「採用」の動向は、一律に扱えない現
状がある。従って本研究では、倍率ごとに自
治体を 3ブロックにわけてグループ化し、そ
のグループの「採用」に関する動向を調査す
る方法を用いた。調査方法は、ヒアリング調
査とし、教育委員会の教員採用試験実務担当
者に対して行った。研究代表者及び研究分担
者が質問項目をあらかじめ設定し、おおよそ
の質問内容を打診したうえで、当日は約 2時
間弱程度のヒアリングを実施した。 
 さらに、毎年各自治体が教員採用試験の受
験者向けに配布している「教員採用選考試験
実施要項」を集め、この分析も行った。また
自治体によっては、「実施要項」を配布する
際に「選考規程」に基づきその内容を決定し
ている場合があるために、これを過去に遡り
収集し、改訂毎の変化の様態をもとめた。 
 
（２）教員採用の市場化を捉えるための方法 
 教員採用試験産業は、いまや筆記試験の
「傾向と対策」を提供しているだけではない。
多様な選考方法（例えば面接、論文、模擬授
業等）の実施に合わせてその「傾向と対策」
をも提供している。その理由を筆者らは、採
用方法が「多様」であったとしても、文部科
学省が求める教員の資質能力、及び各教育委
員会が求める教師像が画一化しているため
に、予備校が「傾向と対策」を教授しやすい
状況が生まれているからだと仮定した。この
ような仮定が実証できるならば、教員採用の
市場化を、文部科学省、教育委員会、そして
キャリア支援に力を入れる大学といった「教
員採用」をめぐる各関係機関のダイナミクス
として説明することが可能になる。本研究グ
ループは、この実証のために、主として時事
通信社の蓄積しているデータ、及び時事通信
社が刊行している受験雑誌『教員養成セミナ
ー』の掲載記事、さらには（１）で得られた
各教育委員会の採用戦略のデータを総合的
に分析する方法によって、教員採用試験産業
の動向をまとめた。 
 
４．研究成果 
（１）平成 23年度の研究成果 
 平成 23 年度は主として「教育委員会」の
実態調査と分析を行った。 
 結果として 8つの自治体の教育委員会の採
用担当者へのヒアリング調査を行うことが
できた。このヒアリング調査からは、教員採
用の現場では教育公務員特例法に規定され
ている「選考」が意識されておらず、教員採
用を「試験」として捉え実施しているという
側面が明らかになった。また教員採用を担当
する職員の人数の少なさや、採用スケジュー
ルの過密さからは、教員採用の現場では、「選
考」の意義のもとに「採用試験」を振り返る
といった作業ができにくい構造にあること



 

 

がわかった。また各自治体及び政令指定都市
の「採用候補者選考試験実施要項」を収集し
その分析を行った。実施要項からは、「試験」
の問題ない履行手順が主として記述されて
おり、誰が、どのように、何を「選考」して
いるのか、といった点は強調的に示されては
いない。このことからも「選考」が「試験」
として捉えられているという傾向が導き出
された。 
 
（２）平成 24年度の主たる成果 
 平成 24 年度は、教員採用を、大学と試験
予備校との関係性から考察することを重視
した。現在、各大学が教員採用試験対策のた
めの講座を設け、試験予備校が出張講義を行
うといったような状況がある。また教員採用
試験の出題問題には、大学の教職課程での学
びが、反映された設問となっているとは言い
難い。これは、教職課程の学びだけでは採用
試験に合格することができないという現状
を示している。また、各教育委員会も、学生
の学力低下論を後押しにして、試験予備校の
対策講座を歓迎しているといった場合もあ
ることがわかった。 
 次に、平成 23年度に引き続き、2つの教育
委員会からヒアリングを行った。各教育委員
会に行ったヒアリングからは、採用にかかわ
る教育委員会の業務の多忙化および、習慣化
した作業の現状が明らかになった。すなわち、
教員採用の実務担当者は、滞りなく採用試験
を実施するために一年を通して奔走するこ
とになり、教員採用現場での課題を教育委員
会に報告することはできたとしても、その報
告が制度を根本的に問い直すきっかけには
なっていないということがわかった。 
 
（３）得られた成果の国内外における位置づ
けとインパクト 
 『内外教育』（平成 24 年度 9 月 18 日号）
において、本研究内容が「教員採用試験が養
成を骨抜きに」と題する記事が掲載された。
その内容は、教員採用試験対策のために、大
学が養成の理念を失いつつあることを示し
た内容であった。この内容は、平成 24 年第
71回日本教育学会（名古屋大学）で行った発
表を記事にしたものである。 
 今日、教員の資質の向上策が文部科学省、
教育再生実行委員会等で行われているが、そ
の際には大学の教員採用における位置づけ
が問題化されてはいないように思われる。現
在は「教師塾」の実施及び各種学校ボランテ
ィア活動への勧誘等、教育委員会が教職課程
の大学生を集め、「研修」を先取りさせるか
のような状況へ傾斜しつつある。これは、教
員採用が、戦前期の国家主導から、戦後期の
地方教育行政主導、そして最近の動きに見ら
れる需要＝供給（市場原理主導）へと推移し

てきた現れであると考える。本研究は、戦後
教員養成の原理とされてきた「大学における
教員養成」が、必ずしも理念通りには実行さ
れ得ず、教員養成と教育現場が、教員採用の
あり方によって規定されている現状を明ら
かにしたことで、大学における教員養成の意
義をもう一度世論に問うものである。 
 
（４）今後の展望 
 （３）で述べたように、本研究では、教員
採用の市場化といった側面を指摘してきた。
この市場化が進んだ場合には「どのような教
師を選考するか」といった理念的側面よりも、
「教員不足をどのように補うか」、「世論が納
得できる採用方法は何か」といった実際的側
面が強調されることとなり、教員採用の目的
と「選考」という方法がかみ合わないといっ
た結果をもたらすと思われる。つまり、教員
採用システムは、各教育委員会が主導する実
際的側面にのみ規定される制度になると思
われる。 
 このような制度の矛盾を明らかにしてき
たこれまでの成果を踏まえ、今後この研究は、
妥当な教員採用のシステムとは何か、といっ
た関心を軸に展開させる予定である。ひとつ
の例として、教員を養成する大学と教員を管
理する教育行政に加えて学校現場を代表す
る教員の職能団体組織が参加して教員採用
の組織を構成し、教員資格取得者の中から、
各自治体が望む教員を選考するような仕組
みがありうるのではないかと考えている。こ
のような採用システムが構築されるならば、
戦後教員養成の原理とされてきた「大学にお
ける教員養成」の意義を再検討することにも
つながると思われる。 
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